
 

 

 

秋
田
弁
護
士
会
で
は
，
法
律
相
談
の
ほ
か
，

人
権
擁
護
活
動
，
公
益
活
動
と
い
わ
れ
る
諸

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
皆
様
に
こ

う
し
た
活
動
を
お
知
り
い
た
だ
け
る
よ
う
，

今
回
は
，
秋
田
弁
護
士
会
が
行
っ
て
い
る
貧

困
問
題
に
対
す
る
取
組
み
つ
い
て
，
ご
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

貧
困
問
題
の
背
景
に
は
，
生
活
苦
や
失
業

と
い
っ
た
様
々
な
問
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
，
秋
田
弁
護
士
会
で
は
，
例
年
，

生
活
や
雇
用
に
関
し
て
，
無
料
法
律
相
談
会

や
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
複
数
回
実
施
し
て
お
り

ま
す
。 

 

平
成
二
十
八
度
は
，
次
の
法
律
相
談
会
と

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
実
施
し
，
合
計
で
四
十
件

を
超
え
る
相
談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

① 

暮
ら
し
と
こ
こ
ろ
の
総
合
相
談
会

（
二
〇
一
六
年
三
月
八
日
実
施
） 

 

② 

全
国
一
斉
労
働
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（
二
〇
一
六
年
六
月
一
〇
日
実
施
） 

 

③ 

暮
ら
し
と
こ
こ
ろ
の
総
合
相
談
会

（
二
〇
一
六
年
九
月
一
五
日
実
施
） 

 

④ 

全
国
一
斉
生
活
保
護
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
実
施
） 

 

秋
田
弁
護
士
会
で
は
，
次
年
度
以
降
も
，

他
機
関
と
積
極
的
に
連
携
を
取
り
，
貧
困
問

題
解
決
の
た
め
の
，
無
料
法
律
相
談
や
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
を
実
施
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

 

二
〇
一
五
年
四
月
一
日
，
生
活
困
窮
者
自

立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
，
県
内
の
各
自
治
体

に
お
い
て
，
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。 

 

秋
田
弁
護
士
会
で
は
，
昨
年
度
か
ら
，
自

治
体
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
な
ど
し
，

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
関
し
て
，
弁

護
士
会
や
弁
護
士
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。 

 

今
年
度
は
，
秋
田
市
か
ら
，
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
制
度
に
関
す
る
事
例
検
討
会
や
支

援
調
整
会
議
に
弁
護
士
の
派
遣
を
要
請
さ
れ
，

弁
護
士
を
派
遣
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
活
動
は
，
来
年
度
以
降
も
積

極
的
に
検
討
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

 

秋
田
弁
護
士
会
で
は
，
二
〇
一
六
年
一
〇

月
二
十
二
日
，
ジ
ョ
イ
ナ
ス
大
会
議
室
に
お

い
て
，
日
弁
連
貧
困
キ
ャ
ラ
バ
ン
集
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
こ
の
集
会
で
は
，
生
活
困
窮

者
自
立
支
援
制
度
に
つ
い
て
，
弁
護
士
会
や

弁
護
士
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
を
検
討
し
ま
し
た
。 

 

は
じ
め
に
，
日
弁
連
貧
困
問
題
対
策
本
部

委
員
で
あ
る
山
田
治
彦
弁
護
士
（
大
阪
弁
護

士
会
）
か
ら
，
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

の
概
要
と
大
阪
弁
護
士
会
で
の
取
組
み
に
つ

い
て
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
山
田
弁
護

士
に
よ
る
と
，
大
阪
で
は
，
弁
護
士
が
，
各

区
の
相
談
担
当
職
員
や
支
援
対
象
者
か
ら
の

相
談
を
受
け
て
法
的
助
言
を
行
い
，
必
要
が

あ
れ
ば
事
件
を
受
任
す
る
と
い
っ
た
形
で
，

相
談
業
務
に
関
す
る
連
携
が
図
ら
れ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。 

続
い
て
，
秋
田
弁
護
士
会
貧
困
問
題
対
策

委
員
会
委
員
長
で
あ
る
寺
沢
修
平
弁
護
士
か

ら
，
自
治
体
に
対
し
て
行
っ
た
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

の
報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
は
，
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
に
つ

い
て
各
自
治
体
が
直
面
し
て
い
る
問
題
な
ど

に
つ
い
て
質
問
し
た
も
の
で
し
た
が
，
そ
の

回
答
か
ら
は
，
現
場
の
方
が
抱
え
る
率
直
な

悩
み
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
回
答
の
中

に
は
，
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
を
行
う

に
当
た
り
，
密
に
弁
護
士
と
の
連
携
を
図
り

た
い
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
，
自
治
体
と
弁

護
士
の
連
携
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。 

  

そ
の
後
，
自
治
体
か
ら
の
報
告
と
い
う
こ

と
で
，
秋
田
市
福
祉
総
務
課
職
員
の
方
及
び

湯
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会
職
員
の
方
か
ら
，

支
援
の
現
場
に
つ
い
て
の
ご
報
告
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
当
日
の
発
言
の
中
で
特
に
印
象

に
残
っ
て
い
る
の
は
，
湯
沢
市
社
会
福
祉
協

議
会
職
員
の
方
の
言
葉
で
す
。「
本
人
の
強
み

を
生
か
し
た
支
援
を
諦
め
ず
に
展
開
し
て
い

く
こ
と
で
，
本
人
に
自
信
と
誇
り
を
取
り
戻

し
て
も
ら
う
こ
と
が
，
自
立
支
援
の
究
極
の

目
標
で
あ
る
」
こ
の
言
葉
は
，
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
制
度
の
本
質
を
突
い
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

最
後
に
，
秋
田
県
内
の
複
数
の
自
治
体
に

お
い
て
支
援
調
整
会
議
の
委
員
を
務
め
ら
れ

て
い
る
，
秋
田
弁
護
士
会
貧
困
問
題
対
策
委

員
会
委
員
で
あ
る
藤
原
美
佐
子
弁
護
士
か
ら
，

弁
護
士
か
ら
見
た
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制

度
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

藤
原
弁
護
士
は
，
弁
護
士
が
生
活
困
窮
者
自

立
支
援
制
度
に
関
わ
る
意
義
に
つ
い
て
，「
法

律
的
な
問
題
を
切
り
分
け
，
法
的
情
報
提
供

や
法
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
で
解
決
で
き
る

問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
，
対
応
し
て
い
く
こ

と
に
あ
る
。
複
雑
な
問
題
の
う
ち
の
法
的
問

題
に
弁
護
士
が
対
処
で
き
る
こ
と
で
，
支
援

者
は
他
の
問
題
の
解
決
に
専
念
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
問
題
は
，
互

い
に
影
響
し
合
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
の
で
，

法
的
問
題
が
解
決
に
向
か
う
こ
と
で
，
他
の
問

題
に
も
進
展
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

  

今
回
の
集
会
を
通
じ
て
，
生
活
困
窮
者
自
立

支
援
制
度
に
弁
護
士
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
，
議

論
が
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

 

二
〇
一
七
年
七
月
七
日
に
は
，
秋
田
市
内
に

お
い
て
，
東
北
弁
護
士
会
連
合
会
の
定
期
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
大
会
で
は
，
生
活
困

窮
者
自
立
支
援
制
度
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と

が
決
ま
り
ま
し
た
。
同
定
期
大
会
で
は
，
施
行

後
二
年
が
経
過
し
た
同
制
度
の
現
状
や
問
題

点
，
弁
護
士
会
の
取
組
み
な
ど
に
つ
い
て
意
見

交
換
す
る
予
定
で
す
。
大
会
の
内
容
に
つ
い
て

興
味
の
あ
る
方
は
，
秋
田
弁
護
士
会
事
務
局
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

あ
き
べ
ん
通
信
No
・
3
は
，
貧
困
問
題
に
対

す
る
取
組
み
に
関
す
る
特
集
で
し
た
が
，
秋
田

弁
護
士
会
で
は
，
貧
困
問
題
に
限
ら
ず
，
様
々

な
公
益
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
秋
田
弁
護
士

会
が
開
催
す
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
，

秋
田
弁
護
士
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
る
ほ
か
，
毎
月
第
1
・
第
3
月
曜
日
の
午

前
10
時
30
分
か
ら
40
分
ま
で
の
間
に
ABS
ラ

ジ
オ
で
放
送
さ
れ
て
い
る
「
あ
き
べ
ん
暮
ら
し

の
法
律
ナ
ビ
」
で
も
告
知
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
秋
田
弁
護
士
会
で
は
、
弁
護
士
に
よ

る
法
律
相
談
も
実
施
し
て
い
り
ま
す
。
貧
困
問

題
を
含
め
、
様
々
な
問
題
に
関
す
る
相
談
に
弁

護
士
が
お
答
え
い
た
し
ま
す
。
相
談
の
予
約
受

付
番
号
は
０
１
８
―
８
９
６
―
５
５
９
９
で

す
。
相
談
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
お
電
話
で
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 
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アンケート結果の報告をする

寺沢弁護士 

生活困窮者自立支援法の意義に

ついて説明する藤原弁護士 


